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図
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融
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一 

信
用
金
庫
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
百
四
十
二
号
） 

 

改 

正 

案 

現 

行 
（
休
日
） 

第
十
二
条 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

金
庫
は
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
日
を
そ
の
事
務
所
の
休

日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
事
務
所
の
店
頭
に
掲
示
す
る
と
と
も

に
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て

行
う
自
動
公
衆
送
信
（
準
用
銀
行
法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動

公
衆
送
信
を
い
う
。
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り

公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
休
日
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

金
庫
は
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
日
を
そ
の
事
務
所
の
休

日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
事
務
所
の
店
頭
に
掲
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
銀
行
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

（
銀
行
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

法
第
八
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
銀
行
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
同
法
（
第
五
十
二
条
の
四
十
を
除
く
。
）
の
規
定
中
「
営
業

所
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
銀
行
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

２ 

法
第
八
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
銀
行
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
同
法
（
第
五
十
二
条
の
四
十
を
除
く
。
）
の
規
定
中
「
営
業

所
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
銀
行
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 



  

2 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
第
五
十
二
条
の
四
十

第
一
項 

（
略
） 

（
略
） 

第
五
十
二
条
の
四
十

第
二
項 

商
号
若
し
く
は
名

称
又
は
氏
名
、
許

可
番
号
、
所
属
銀

行
の
商
号 

名
称
、
所
属
外
国
銀
行

の
名
称
又
は
商
号
、
主

た
る
営
業
所
が
所
在
す

る
国 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
五
十
二
条
の
四
十 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

    
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

３ 

法
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
銀
行
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
銀
行
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

第
五
十
二
条
の
三
十

七
第
一
項
第
四
号 

  

（
略
） 

（
略
） 

第
五
十
二
条
の
四
十 

第
二
項 

の
商
号 

 

の
名
称 

３ 

法
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
銀
行
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
銀
行
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
五
十
二
条
の
三
十

七
第
一
項
第
四
号
、

第
五
十
二
条
の
四
十

四
第
一
項
第
一
号 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

 
（
新
設
） 
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第
五
十
二
条
の
四
十

四
第
一
項
第
一
号 

商
号 

名
称 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

（
新
設
） 

  
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

４ 

法
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
銀
行
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
同
法
の
規
定
中
「
銀
行
」
と
あ
る
の
は
「
金
庫
」
と
、
「
所
属
銀

行
」
と
あ
る
の
は
「
所
属
信
用
金
庫
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
」
と
あ
る
の

は
「
信
用
金
庫
代
理
業
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
信
用

金
庫
代
理
業
者
」
と
、
「
第
二
条
第
十
四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
信
用

金
庫
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
、
「
銀
行
代
理
行
為
」
と
あ

る
の
は
「
信
用
金
庫
代
理
行
為
」
と
、
「
特
定
銀
行
代
理
業
者
」
と
あ
る

の
は
「
特
定
信
用
金
庫
代
理
業
者
」
と
、
「
特
定
銀
行
代
理
行
為
」
と
あ

る
の
は
「
特
定
信
用
金
庫
代
理
行
為
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
」

と
あ
る
の
は
「
信
用
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
再
委

託
者
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
」
と
す
る
ほ
か
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

  
 

 
 

読
み
替
え
る
銀
行
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

４ 

法
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
八
十
九
条
第
一
項
又
は
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
準
用
銀
行
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
準
用
銀
行
法
の
規
定
中

「
銀
行
」
と
あ
る
の
は
「
金
庫
」
と
、
「
所
属
銀
行
」
と
あ
る
の
は
「
所

属
信
用
金
庫
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
金
庫
代
理
業

」
と
、
「
銀
行
代
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
金
庫
代
理
業
者
」
と
、

「
第
二
条
第
十
四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の

二
第
二
項
各
号
」
と
、
「
銀
行
代
理
行
為
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
金
庫
代

理
行
為
」
と
、
「
特
定
銀
行
代
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
信
用
金
庫

代
理
業
者
」
と
、
「
特
定
銀
行
代
理
行
為
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
信
用
金

庫
代
理
行
為
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
金

庫
代
理
業
再
受
託
者
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
」
と
あ
る
の
は
「

信
用
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
」
と
す
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

準
用
銀
行
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

 
 

 
読
み
替
え
る
準
用
銀

行
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 
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第
二
十
四
条
第
二
項 

 

（
略
） 

次
項
並
び
に
次
条
第
二

項
及
び
第
五
項 

第
五
十
二
条
の
四
十

第
二
項 

 

商
号
若
し
く
は
名

称
又
は
氏
名
、
許

可
番
号 

商
号
又
は
名
称 

 

の
商
号 

の
名
称 

 
 

 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

第
二
十
四
条
第
二
項 

 

（
略
） 

次
項
、
次
条
第
二
項
及

び
第
五
項 

（
新
設
） 

    
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

５
～
７ 

（
略
） 

 

５
～
７ 

（
略
） 

 

（
特
定
信
用
金
庫
代
理
業
者
の
休
日
） 

第
十
三
条
の
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

特
定
信
用
金
庫
代
理
業
者
は
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
日
を
そ
の
営
業

所
等
の
休
日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
営
業
所
等
の
店
頭
に
掲
示

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
業
の
規
模
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他
の
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に

供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
信
用
金
庫
代
理
業
者
の
休
日
） 

第
十
三
条
の
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

特
定
信
用
金
庫
代
理
業
者
は
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
日
を
そ
の
営
業

所
等
の
休
日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
営
業
所
等
の
店
頭
に
掲
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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二 

銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
） 

 

改 

正 

案 

現 

行 
（
親
金
融
機
関
等
及
び
子
金
融
機
関
等
の
範
囲
） 

第
四
条
の
二
の
二 

（
略
） 

２ 

法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
業
を

行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一 

長
期
信
用
銀
行
（
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八

十
七
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
を
い
う
。
第
十
二
条
の

三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
六
条
の
八
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ

。
） 

二
～
十
二 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

４ 

法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
業
を

行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
十
六
条
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者 

 

（
親
金
融
機
関
等
及
び
子
金
融
機
関
等
の
範
囲
） 

第
四
条
の
二
の
二 

（
略
） 

２ 

法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
業
を

行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一 

長
期
信
用
銀
行
（
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八

十
七
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
を
い
う
。
第
十
二
条
の

三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
六
条
の
八
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

二
～
十
二 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

４ 

法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
業
を

行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
十
六
条
の
八
各
号
に
掲
げ
る
者 

 

（
休
日
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

銀
行
は
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
日
を
そ
の
営
業
所
の
休

（
休
日
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

銀
行
は
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
日
を
そ
の
営
業
所
の
休
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日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
営
業
所
の
店
頭
に
掲
示
す
る
と
と
も

に
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て

行
う
自
動
公
衆
送
信
（
法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信

を
い
う
。
第
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲

覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
営
業
所
の
店
頭
に
掲
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
親
金
融
機
関
等
及
び
子
金
融
機
関
等
の
範
囲
） 

第
十
二
条
の
三 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
業
を
行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
十
六
条
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者 

 

（
親
金
融
機
関
等
及
び
子
金
融
機
関
等
の
範
囲
） 

第
十
二
条
の
三 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
業
を
行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
十
六
条
の
八
各
号
に
掲
げ
る
者 

 

（
外
国
銀
行
代
理
銀
行
に
関
す
る
読
替
え
） 

第
十
四
条
の
八 

法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え

は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
法
の
規

定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
五
十
二
条
の
四
十

営
業
所
又
は
事
務

営
業
所 

（
外
国
銀
行
代
理
銀
行
に
関
す
る
読
替
え
） 

第
十
四
条
の
八 

法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え

は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
法
の
規

定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
新
設
） 
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第
一
項 

所 
 

 
 

第
五
十
二
条
の
四
十

第
二
項 

商
号
若
し
く
は
名

称
又
は
氏
名
、
許

可
番
号
、
所
属
銀

行
の
商
号 

商
号
、
認
可
番
号
又
は

第
五
十
二
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
て
外
国
銀
行
代
理

業
務
を
営
む
者
で
あ
る

旨
、
所
属
外
国
銀
行
の

名
称
又
は
商
号
、
主
た

る
営
業
所
が
所
在
す
る

国 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

 
 

 
 

  

（
新
設
） 

         
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

（
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
休
日
） 

第
十
六
条
の
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

特
定
銀
行
代
理
業
者
は
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
日
を
そ
の
営
業
所
等

の
休
日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
営
業
所
等
の
店
頭
に
掲
示
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
事
業
の
規
模
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他
の
内
閣
府

令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気

通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
休
日
） 

第
十
六
条
の
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

特
定
銀
行
代
理
業
者
は
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
日
を
そ
の
営
業
所
等

の
休
日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
営
業
所
等
の
店
頭
に
掲
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
銀
行
代
理
業
の
許
可
を
要
し
な
い
銀
行
等
の
範
囲
等
） 

第
十
六
条
の
八 

（
略
） 

（
銀
行
代
理
業
の
許
可
を
要
し
な
い
銀
行
等
の
範
囲
） 

第
十
六
条
の
八 

（
略
） 

２ 

法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は

、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
法
の
規 

読
み
替
え
ら
れ
る 

読
み
替
え
る
字
句 

定 
字
句 

 

第
五
十
二
条
の
四
十

第
二
項 

商
号
若
し
く
は
名

称
又
は
氏
名
、
許

可
番
号 

商
号
又
は
名
称 

 

（
新
設
） 
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三 

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
四
号
） 

 

改 

正 

案 

現 

行 
（
休
日
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

信
用
協
同
組
合
等
は
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
日
を
そ
の

事
務
所
の
休
日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
事
務
所
の
店
頭
に
掲
示

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
業
の
規
模
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他
の
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
準
用
銀
行
法
第
十
六

条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
を
い
う
。
第
五
条
の
六
第
三
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
休
日
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

信
用
協
同
組
合
等
は
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
日
を
そ
の

事
務
所
の
休
日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
事
務
所
の
店
頭
に
掲
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
等
に
つ
い
て
の
銀
行
法
の
読
替
え
） 

第
五
条
の
五 

法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
に
お
い
て
銀
行
法
の
規
定
を
準

用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
銀
行
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
五
十
二
条
の
三
十

（
略
） 

（
略
） 

（
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
等
に
つ
い
て
の
銀
行
法
の
読
替
え
） 

第
五
条
の
五 

法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
に
お
い
て
銀
行
法
の
規
定
を
準

用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
銀
行
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
五
十
二
条
の
三
十

（
略
） 

（
略
） 
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七
第
一
項
第
四
号 

  

 
 

第
五
十
二
条
の
四
十

第
二
項 

の
商
号 

の
名
称 

第
五
十
二
条
の
四
十

四
第
一
項
第
一
号 

商
号 

名
称 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

七
第
一
項
第
四
号
及

び
第
五
十
二
条
の
四

十
四
第
一
項
第
一
号 

 
 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

  
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

２ 

法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条

の
六
十
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
銀
行
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
同
法
の
規
定
中
「
銀
行
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
協
同
組
合
等

」
と
、
「
所
属
銀
行
」
と
あ
る
の
は
「
所
属
信
用
協
同
組
合
」
と
、
「
銀

行
代
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
」
と
、
「
銀
行

代
理
業
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
協
同
組
合
代
理
業
」
と
、
「
第
二
条
第
十

四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律

第
六
条
の
三
第
二
項
各
号
」
と
、
「
銀
行
代
理
行
為
」
と
あ
る
の
は
「
信

用
協
同
組
合
代
理
行
為
」
と
、
「
特
定
銀
行
代
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「

特
定
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
」
と
、
「
特
定
銀
行
代
理
行
為
」
と
あ
る

の
は
「
特
定
信
用
協
同
組
合
代
理
行
為
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
再
委
託
者

」
と
あ
る
の
は
「
信
用
協
同
組
合
代
理
業
再
委
託
者
」
と
、
「
銀
行
代
理

業
再
受
託
者
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
協
同
組
合
代
理
業
再
受
託
者
」
と
す

２ 

法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条

の
六
十
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
同
法
の
規
定
中
「
銀
行
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
協
同
組
合
等
」

と
、
「
所
属
銀
行
」
と
あ
る
の
は
「
所
属
信
用
協
同
組
合
」
と
、
「
銀
行

代
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
」
と
、
「
銀
行
代

理
業
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
協
同
組
合
代
理
業
」
と
、
「
第
二
条
第
十
四

項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第

六
条
の
三
第
二
項
各
号
」
と
、
「
銀
行
代
理
行
為
」
と
あ
る
の
は
「
信
用

協
同
組
合
代
理
行
為
」
と
、
「
特
定
銀
行
代
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特

定
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
」
と
、
「
特
定
銀
行
代
理
行
為
」
と
あ
る
の

は
「
特
定
信
用
協
同
組
合
代
理
行
為
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
」

と
あ
る
の
は
「
信
用
協
同
組
合
代
理
業
再
委
託
者
」
と
、
「
銀
行
代
理
業

再
受
託
者
」
と
あ
る
の
は
「
信
用
協
同
組
合
代
理
業
再
受
託
者
」
と
す
る
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る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
銀
行
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
二
十
四
条
第
二
項 

（
略
） 

次
項
並
び
に
次
条
第
二

項
及
び
第
五
項 

第
五
十
二
条
の
四
十

第
二
項 

商
号
若
し
く
は
名

称
又
は
氏
名
、
許

可
番
号 

商
号
又
は
名
称 

の
商
号 

の
名
称 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 

ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
銀
行
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
二
十
四
条
第
二
項 

（
略
） 

次
項
、
次
条
第
二
項
及

び
第
五
項 

（
新
設
） 

    
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 

（
特
定
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
の
休
日
） 

第
五
条
の
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

特
定
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
は
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
日
を
そ
の

営
業
所
等
の
休
日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
営
業
所
等
の
店
頭
に

掲
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
業
の
規
模
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
公
衆
の
閲

覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
の
休
日
） 

第
五
条
の
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

特
定
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
は
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
日
を
そ
の

営
業
所
等
の
休
日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
営
業
所
等
の
店
頭
に

掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



  

12 
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四 

労
働
金
庫
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
六
号
） 

 

改 

正 

案 

現 

行 
（
休
日
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

金
庫
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
を
そ
の
事
務
所
の
休
日
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
事
務
所
の
店
頭
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
内
閣
府

令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続

し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
準
用
銀
行
法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る

自
動
公
衆
送
信
を
い
う
。
第
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ

り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
休
日
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

金
庫
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
を
そ
の
事
務
所
の
休
日
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
事
務
所
の
店
頭
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
銀
行
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
） 

第
七
条 

（
略
） 

（
銀
行
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
銀
行
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
銀
行
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

 

第
五
十
二
条
の
三
十

（
略
） 

（
略
） 

２ 

法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
銀
行
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
銀
行
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

 

第
五
十
二
条
の
三
十

（
略
） 

（
略
） 
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七
第
一
項
第
四
号 

  

 
 

第
五
十
二
条
の
四
十 

第
二
項 

の
商
号 

の
名
称 

第
五
十
二
条
の
四
十

四
第
一
項
第
一
号 

商
号 

名
称 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

七
第
一
項
第
四
号
及

び
第
五
十
二
条
の
四

十
四
第
一
項
第
一
号 

 
 

 
 

 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

  
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

３ 

法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
銀
行
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
同
法
の
規
定
中
「
銀
行
」
と
あ
る
の
は
「
金
庫
」
と
、
「
所
属
銀

行
」
と
あ
る
の
は
「
所
属
労
働
金
庫
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
者
」
と
あ
る

の
は
「
労
働
金
庫
代
理
業
者
」
と
、
「
内
閣
府
令
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣

府
令
・
厚
生
労
働
省
令
」
と
、
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣

総
理
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
」
と
あ
る
の
は
「

労
働
金
庫
代
理
業
」
と
、
「
第
二
条
第
十
四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
労

働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
三
第
二
項
各
号
」
と
、
「
銀
行
代
理
行
為
」
と

あ
る
の
は
「
労
働
金
庫
代
理
行
為
」
と
、
「
特
定
銀
行
代
理
業
者
」
と
あ

る
の
は
「
特
定
労
働
金
庫
代
理
業
者
」
と
、
「
特
定
銀
行
代
理
行
為
」
と

あ
る
の
は
「
特
定
労
働
金
庫
代
理
行
為
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
再
委
託
者

」
と
あ
る
の
は
「
労
働
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
再

３ 

法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
準
用
銀
行
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
準
用
銀
行
法
の
規
定
中

「
銀
行
」
と
あ
る
の
は
「
金
庫
」
と
、
「
所
属
銀
行
」
と
あ
る
の
は
「
所

属
労
働
金
庫
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
労
働
金
庫
代
理

業
者
」
と
、
「
内
閣
府
令
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令

」
と
、
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
及
び
厚
生
労

働
大
臣
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
」
と
あ
る
の
は
「
労
働
金
庫
代
理
業
」
と

、
「
第
二
条
第
十
四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
労
働
金
庫
法
第
八
十
九
条

の
三
第
二
項
各
号
」
と
、
「
銀
行
代
理
行
為
」
と
あ
る
の
は
「
労
働
金
庫

代
理
行
為
」
と
、
「
特
定
銀
行
代
理
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
労
働
金

庫
代
理
業
者
」
と
、
「
特
定
銀
行
代
理
行
為
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
労
働
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受
託
者
」
と
あ
る
の
は
「
労
働
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
」
と
す
る
ほ
か
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

  

読
み
替
え
る
銀
行
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
二
十
四
条
第
二
項 

（
略
） 

次
項
並
び
に
次
条
第
二

項
及
び
第
五
項 

第
五
十
二
条
の
四
十

第
二
項 

商
号
若
し
く
は
名

称
又
は
氏
名
、
許

可
番
号 

商
号
又
は
名
称 

の
商
号 

の
名
称 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

金
庫
代
理
行
為
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
」
と
あ
る
の
は
「
労
働

金
庫
代
理
業
再
委
託
者
」
と
、
「
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
」
と
あ
る
の
は

「
労
働
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
」
と
す
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
準
用
銀
行
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
準
用
銀

行
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
二
十
四
条
第
二
項 

（
略
） 

次
項
、
次
条
第
二
項
及

び
第
五
項 

（
新
設
） 

    
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

４
・
５ 

（
略
） 

 
４
・
５ 

（
略
） 

（
特
定
労
働
金
庫
代
理
業
者
の
休
日
） 

第
七
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
特
定
労
働
金
庫
代
理
業
者
の
休
日
） 

第
七
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 
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３ 

特
定
労
働
金
庫
代
理
業
者
は
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
日
を
そ
の
営
業

所
等
の
休
日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
営
業
所
等
の
店
頭
に
掲
示

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
業
の
規
模
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他
の
内

閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
内
閣
府
令
・
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自

動
公
衆
送
信
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

特
定
労
働
金
庫
代
理
業
者
は
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
日
を
そ
の
営
業

所
等
の
休
日
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
営
業
所
等
の
店
頭
に
掲
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

  
 


